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１「健康」応援都市の実現に向けて 

９月１日からひばりヶ丘駅周辺を「路上喫煙・ポイ捨て防止地区」に指定し、

受動喫煙防止対策を拡充します。 

 

これまで、市では受動喫煙防止に向けた取組みとして、昨年 9 月からは、田

無・保谷両庁舎指定喫煙所での勤務時間における職員の禁煙をスタートに、12

月からは、市公共施設敷地内における職員の全面禁煙を実施しています。 

今後も「健康」応援都市の実現に向けて、市民の皆様の健康とともに、まち

全体の健康を高め、「住み続けたい」「住みたいまち」として、まちの魅力や価

値を高めることを目指してまいります。 

 

２ 市内鉄道５駅周辺を指定 

市では、「西東京市まちの美化と安全を推進する事業実施要綱」に基づき、こ

れまでに田無駅周辺・保谷駅周辺・西武柳沢駅周辺・東伏見駅周辺を「路上喫

煙・ポイ捨て防止地区」に指定してきました。 

今回、ひばりヶ丘駅周辺を指定することで、市内にあるすべての駅周辺が指

定されたことになります。 

なお、ひばりヶ丘駅周辺地区は、新たな取組みとして指定喫煙所を設置せず

に指定します。指定後は、効果や課題を検証しながら、今後の受動喫煙防止に

向けた対策を進めていきます。 
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～もっと健康 もっと元気に！受動喫煙防止対策～ 

ひばりヶ丘駅周辺 防止地区指定エリア 
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３ 市立小学校での健康教育 

市立小学校において、がん教育を全校で実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タバコの影響について保健師などが説明 

 

【問い合わせ先】 

地区指定について・・・  みどり環境部 ごみ減量推進課（TEL：042-438-4043） 

健康教育について・・・  健康福祉部 健康課（TEL：042-438-4037） 

職員の喫煙について・・・ 総務部 職員課（TEL：042-460-9813） 
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（市内鉄道駅周辺地区の受動喫煙防止対策） 

・今回のひばりヶ丘駅周辺の指定により、市内にある 5つの全鉄道駅周辺が「路上喫煙・

ポイ捨て防止地区」となります。 

 

（市立小学校での健康教育） 

・小学校でのがん教育は、平成 27年度より市内小学校５・６年生を対象に実施。 

・平成 29 年度は、18 校（全校）で 1,366 人の児童が、がんについて学びました。

平成 30年度も同様に全校で実施しています。 

 

（職員の受動喫煙防止対策） 

・市公共施設においては、職員を対象に、昨年 9月から田無・保谷両庁舎指定喫煙所で

の勤務時間における禁煙をスタート。同年 12月からは、市公共施設敷地内における

職員の全面禁煙を実施しています。 


